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【コラム】 

もうすぐ梅雨に入りますね。南東北の梅

雨入りは６月５日から１９日ぐらいだそうで

す。これから２ヶ月程雨が続くと思うと、少

し気が滅入ります。雨の日はスリップ事

故が多発しやすくなります。視界も悪くな

るので運転はより注意が必要ですね！ 
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 ドライバー教育道場  

 

 気になるニュース  

 ４月２３日北海道知床半島沖で観光船「ＫＡＺＵ１」が沈没し、

いまだに話題になっています。国交省が特別監査に入り、旅

客不定期航路事業許可を取消す方向で進んでいます。６月

１４日に聴聞予定です。陸と海の違いがありますが、運航管

理者「うんこうかんりしゃ」同じ音の管理者が注目を浴びてし

まいました。このような事故があるとどうしても周辺の許可事

業についてもコンプライアンスが厳しくなってくる傾向があり

ます。運行管理者試験がますます難しくなるでしょうか、車

両の日常点検でしょうか、対面点呼のチェック内容でしょう

か、運転者教育でしょうか。心構えをしておきましょう。  

年間１２項目の教育内容をほんの少しずつ掲載していきます。 

今回はトラック運送事業と関係法令についてです。 

交通違反・事故を起こしたドライバーは刑事責任、民事責任、

行政処分が課せられる可能性があります。例えばアルコールの

影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人

を負傷させると刑事責任として「危険運転致死傷罪」が適用さ

れ、１５年以下の懲役となり、死亡事故になると１年以上の有期

懲役となります。民事責任としては損害賠償請求を受けます。

行政処分としては運転免許の停止や取消等。その上、当然会

社に監査が入る可能性もあり、監査が入ればトラックが止めら

れ多額の損失になります。一瞬で沢山のものが失われます。 

 


